
②専門家派遣が終了したら
（必ず東京都中小企業振興公社へ報告書をご提出ください）
・専門家派遣事業補助金請求書
・東京都中小企業振興公社へ提出した
　「専門家派遣を受けた内容及び今後の対応等に関する報告書」（写し）
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